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１．議事日程（令和３年第３回北広島町議会定例会）

令和３年９月２４日

午 前 １ ０ 時 開 議

於 議 場

日程第１ 議案第９２号 令和３年度北広島町一般会計補正予算（第７号）

日程第２ 議案第９３号 令和３年度北広島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）

日程第３ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて

（令和３年度北広島町一般会計補正予算（第５号））

日程第４ 審 査 報 告 決算審査特別委員会の審査報告

日程第５ 議案第６７号 令和２年度北広島町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第６ 議案第６８号 令和２年度北広島町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

日程第７ 議案第６９号 令和２年度北広島町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て

日程第８ 議案第７０号 令和２年度北広島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第９ 議案第７１号 令和２年度北広島町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

日程第10 議案第７２号 令和２年度北広島町電気事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第11 議案第７３号 令和２年度北広島町芸北財産区特別会計歳入歳出決算認定につい

て

日程第12 議案第７４号 令和２年度北広島町診療所特別会計歳入歳出決算認定について

日程第13 議案第７５号 令和２年度北広島町情報基盤整備事業特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第14 議案第７６号 令和２年度北広島町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第15 議案第７７号 令和２年度北広島町水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて

日程第16 議案第７８号 北広島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

日程第17 議案第７９号 過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関

する条例を廃止する条例

日程第18 議案第８０号 北広島町手数料条例の一部を改正する条例

日程第19 議案第８１号 北広島町過疎地域持続的発展計画の策定について

日程第20 議案第８２号 町道の路線の認定について

日程第21 議案第８３号 令和３年度北広島町一般会計補正予算（第６号）

日程第22 議案第８４号 令和３年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第23 議案第８５号 令和３年度北広島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第24 議案第８６号 令和３年度北広島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）
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２．出席議員は次のとおりである。

３．欠席議員は次のとおりである。

４．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名

日程第25 議案第８７号 令和３年度北広島町介護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第26 議案第８８号 令和３年度北広島町電気事業特別会計補正予算（第１号）

日程第27 議案第８９号 令和３年度北広島町芸北財産区特別会計補正予算（第１号）

日程第28 議案第９０号 令和３年度北広島町診療所特別会計補正予算（第１号）

日程第29 議案第９１号 令和３年度北広島町情報基盤整備事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第30 議案第９２号 令和３年度北広島町一般会計補正予算（第７号）

日程第31 議案第９３号 令和３年度北広島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）

日程第32 審 査 報 告 請願・陳情等の常任委員会審査報告

日程第33 陳 情 審 査 陳情第３号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の負担割

合の引上げをはかるための、２０２２年度政府予算に係る意見書

採択の要請について

日程第34 発議第６号 教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に関する意見

書の提出について

日程第35 閉会中の継続審査の申し出(１件)

１番 亀 岡 純 一 ２番 伊 藤 立 真 ３番 敷 本 弘 美

４番 中 村 忍 ５番 佐々木 正 之 ６番 山 形 しのぶ

７番 美 濃 孝 二 ８番 梅 尾 泰 文 ９番 伊 藤 淳

１０番 服 部 泰 征 １１番 宮 本 裕 之 １２番 湊 俊 文

な し

町 長 箕 野 博 司 副 町 長 畑 田 正 法 教 育 長 池 田 庄 策

芸北支所長 槇 原 ナギサ 大朝支所長 小 椿 治 之 豊平支所長 細 川 敏 樹

危機管理課長 野 上 正 宏 総 務 課 長 川 手 秀 則 財政政策課長 植 田 優 香

管 財 課 長 高 下 雅 史 まちづくり推進課長 沼 田 真 路 税 務 課 長 矢 部 芳 彦

町 民 課 長 大 畑 紹 子 福 祉 課 長 芥 川 智 成 保 健 課 長 迫 井 一 深

農 林 課 長 宮 地 弥 樹 商工観光課長 中 川 克 也 建 設 課 長 竹 下 秀 樹

上下水道課長 寺 川 浩 郎 消 防 長 日 田 靖 成 学校教育課長 植 田 伸 二

生涯学習課長 西 村 豊 会計管理者 細 居 治
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５．職務のため議場に出席した事務局職員

議会事務局長 三 宅 克 江 議会事務局 小 川 友里江

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午 前 １０時 ００分 開 議

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（湊俊文） おはようございます。クールビズの取組により暑い方は上着を脱いでいただい

ても結構です。併せて新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、議場内においてもマ

スクを着用することとしております。マスクをしたままで議事進行させていただきます。

本定例会も本日が最終日となりました。本日は、議案の審議、採決となっております。発言を

行う際もマスクをしたまま、質疑、答弁は要点のみ簡潔に行ってください。また、採決では、

全て起立を求めますので、あらかじめお願いをしておきます。皆様のご理解、ご協力をお願い

をいたします。ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１ 議案第９２号 令和３年度北広島町一般会計補正予算（第７号）

○議長（湊俊文） 日程第１、議案第９２号、令和３年度北広島町一般会計補正予算第７号を議題

といたします。本案について提案理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは令和３年度補正予算の概要につきまして説明します。別冊の令和３

年度補正予算書をお願いします。議案第９２号、令和３年度北広島町一般会計補正予算第７号

です。本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億２４００万円を追加し、予算の総

額を１５３億４２００万円とするものです。今回、予算補正を行う主な内容は、８月に発生し

ました大雨などによる災害復旧のための工事費などの補正を行っております。また地方債補正

は、第２表に目的別に計上しております。以上、詳細につきましては担当から説明をさせてい

ただきます。

○議長（湊俊文） 財政政策課長。

○財政政策課長（植田優香） 議案第９２号、令和３年度北広島町一般会計予算補正第７号につき

まして、財政政策課からご説明申し上げます。事前に配付しております資料の令和３年度９月

補正予算、追加の概要及び主要施策をご覧ください。今回の補正におきましては、一般会計の

補正額は、５億２４００万円の増額補正で、補正後の予算額は１５３億４２００万円となりま

す。主な内容は、８月の大雨などにより発生しました災害復旧のための災害等廃棄物処理事業、

農林水産施設、公共土木施設災害復旧事業などの追加でございます。下の表は、一般会計、特

別会計の当初予算からの補正の状況を掲載しております。次に、裏面をご覧ください。上の表

は、８月の豪雨災害等の復旧に係る当初予算から今回の追加補正予算までの予算措置の状況を
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掲載しております。続きまして、追加補正予算における事業費ですが、第２次北広島町長期総

合計画の施策分野Ⅳ、安らぎと便利さを感じられるまちにおいて、法面復旧工事請負費ほか１

１３２万６０００円、土砂等の運搬処分等災害廃棄物処理事業９９３５万２０００円、芸北オ

ークガーデン屋根修繕工事費１８９万２０００円、農林水産施設３年災害復旧事業１億７６９

９万９０００円、公共土木施設３年災害復旧事業１億９９９９万９０００円の増額など、計５

億２４００万円の補正をお願いするものです。表中右端には、予算書計上のページを掲載して

おりますので、後ほど予算書と一緒にご覧いただければと思います。次に、別冊の補正予算書

の第２表をご覧ください。地方債補正を目的別に計上しております。災害復旧事業債の追加に

より、補正後の借入限度額を総額で１３億１４９１万５０００円とするもので、補正前より１

億９４２０万円の増額となります。以上で、財政政策課からの説明を終わります。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。

○議長（湊俊文） 以上で、提案理由の説明を終わります。本案については後ほど審議、採決を行

います。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２ 議案第９３号 令和３年度北広島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

○議長（湊俊文） 日程第２、議案第９３号、令和３年度北広島町農業集落排水事業特別会計補正

予算第３号を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） 次の仕切りをお願いします。議案第９３号、令和３年度北広島町農業集落排

水事業特別会計補正予算第３号です。本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９３

０万円を追加し、予算の総額を３億９５７０万円とするものです。今回予算補正を行う主な内

容は、８月の大雨による災害復旧のための工事費などの補正を行っております。また、地方債

補正は第２表に目的別に計上しております。以上、詳細につきましては、各担当から説明を申

し上げます。

○議長（湊俊文） 上下水道課長。

○上下水道課長（寺川浩郎） 議案第９３号、令和３年度北広島町農業集落排水事業特別会計補正

予算第３号について、上下水道課からご説明申し上げます。別冊の補正予算書、歳出事項別明

細書１、２ページのほうをお願いします。歳出、２款１項１目、農業集落排水管理費について

１９３０万円の増額をお願いするものでございますが、今回の補正は、８月に発生しました豪

雨災害により農業集落排水処理施設千代田東処理管内の保余原地域及び中原地域内において、

出原川の氾濫により下水管渠延長２６メートル、マンホールポンプ制御盤１基が流出、さらに

マンホールポンプ制御盤もう１基が水没し、処理施設としての機能を果たすことが困難な状況

になったことから、復旧工事を行うものでございます。内容につきましては、復旧に係る業務

委託費を３００万円、工事請負費を１６３０万円、合わせて１９３０万円の増額をするもので

ございます。また、それに対する歳入でございますが、１枚戻っていただきまして、歳入事項

別明細書１、２ページをお願いします。歳入、３款１項１目、農業集落排水事業費県補助金を

３７０万円の増額、６款２項１目、雑入を７４０万円の増額、７款１項２目、災害復旧債８２

０万円を増額し、合計で歳出と同額の１９３０万円の増額をお願いするものでございます。以
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上で、上下水道課からの説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（湊俊文） 以上で提案理由の説明を終わります。本案については、後ほど審議、採決を行

います。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第３ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて

○議長（湊俊文） 日程第３、承認第４号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終

わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもっ

て討論を終わります。これより承認第４号、専決処分の承認を求めることについてを採決しま

す。本件については、承認することに賛成の方は起立願います。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、承認第４号、専決処分の承認を求めることについ

ては承認することに決定されました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第４ 決算審査特別委員会の審査報告

○議長（湊俊文） 日程第４、決算審査特別委員会の審査報告を議題といたします。議案第６７号、

令和２年度北広島町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、議案第７７号、令和２年度北

広島町水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてまでの決算認定関係１１議案について

は、決算審査特別委員会へ審査を付託しております。その結果について報告を求めます。決算

審査特別委員会伊藤淳委員長。

○決算審査特別委員長（伊藤淳） 決算審査特別委員会の報告を行います。令和３年９月２４日

北広島町議会議長湊俊文様。決算審査特別委員会委員長伊藤淳。令和２年度北広島町各会計歳

入歳出決算審査報告書です。１、審査対象、議案第６７号、令和２年度北広島町一般会計歳入

歳出決算の認定について、議案第６８号、令和２年度北広島町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について、議案第６９号、令和２年度北広島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、議案第７０号、令和２年度北広島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、議案第７１号、令和２年度北広島町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、議案第７２号、令和２年度北広島町電気事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議

案第７３号、令和２年度北広島町芸北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第７

４号、令和２年度北広島町診療所特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第７５号、令和

２年度北広島町情報基盤整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第７６号、令和

２年度北広島町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第７７号、令和２

年度北広島町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について。２、審査期間、令和３年９月

７日から９月１７日。３、審査方法、令和３年９月６日、令和３年北広島町議会第３回定例会

において決算審査特別委員会が設置され、令和２年度北広島町一般会計、９特別会計、水道事
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業会計利益の処分及び決算の認定についての１１議案について審査付託があった。よって、９

月７日に決算状況について各課から説明を求め、１６日、１７日に委員会において審査を行っ

た。審査は、各会計ごとに質疑、全般の総括質疑、最後に本特別委員会としての採決を行った。

４、審査結果、付託を受けた令和２年度北広島町決算認定関係１１議案については、決算審査

特別委員会として認定することに決定した。なお、決算審査特別委員会での審査過程では、意

見、要望なども出ているので、今後の事業執行及び令和４年度予算編成の中に反映されるよう

強く要望する。令和２年度も引き続き、第２次北広島町長期総合計画、第２期総合戦略に基づ

き、協働のまちづくり、人づくりに向けた事業を重点施策と位置づけられ、各種主要施策が展

開された。協働のまちづくりの拠点、北広島町まちづくりセンターが完成し、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けたものの、各課とも様々な側面から、住民の安心・安全、地域課題の

解決に向けた事業を実施し、まちづくりに向けた努力が見える。令和２年度決算における健全

化判断比率と実質公債比率は、１４．４％で、昨年と対比すると、０．２ポイント、将来負担

比率は６９．８％で、４．２ポイント改善している。本町の財政状況については、第３次行政

改革大綱に基づき、歳出の抑制等継続的に取り組まれている。令和２年度決算と合併した平成

１６年度を比較すると、普通会計における町債残高は９７億円減少の約１５４億円となり、財

政調整基金積立金は約１１億円、１３００万円増加の約１２億１９５９万円となっている。し

かし、普通交付税における合併特例加算が令和元年度で終了し、財源を基金の取崩しにより確

保するなど、厳しい財政状況にあることは変わりはない。本委員会では、７日に主要施策の成

果に関する調書を主体として、決算状況の説明を受けた。昨年から様式を変更されて、事業ご

とに成果と課題を明確にして個別に記述されており、分かりやすいものとなった。しかしなが

ら、当初予算の説明資料に掲げられた主要事業のいくつかが調書に掲載されておらず、今後は

作成をお願いしたい。１６日、１７日の本委員会において、歳入関係では、各会計とも不納欠

損額及び収入未済額について多くの質疑が出されている。担当課ごとに努力は見られ、成果も

上がってきているが、関係課とより一層の連携を図り、公正かつ公平な行政であるため、債権

者の現況把握に努め、引き続き、きめ細やかな債権回収の取組を求める。歳出関係では、新型

コロナウイルス関連の支出、スポーツコミッション創設支援などのスポーツをキーワードとし

た地方創生、企業版ふるさと納税、ごみ処理、火葬場運営、ファミリーサポートセンター、公

共施設等個別施設管理計画、新規就農総合対策事業、担い手育成総合支援事業、森づくり事業、

スマホアプリによるキャッシュレス決済、企業立地奨励金、ＧＩＧＡスクール構想、水道事業

など多岐にわたって多くの質疑が行われた。少子高齢化が進み、毎年続けて発生する自然災害、

新型コロナウイルス感染症がいまだ収束しない中、行政には、さらなる住民の安心安全、定住

と雇用、住民生活の向上、福祉サービスの充実が求められていることは言うまでもない。本委

員会での審査過程の意見等を認識され、課題解決に向けて限られた財源で最大の効果を上げら

れるよう、町長はじめ、職員一丸となって強い責任感とスピード感をもって事務執行に当たら

れるよう求めて報告とする。

○議長（湊俊文） これで委員長の報告を終わります。これより委員長報告に対する質疑を行いま

す。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。これで決算

審査特別委員会の審査報告を終わります。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～
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日程第５ 議案第６７号 令和２年度北広島町一般会計歳入歳出決算の認定について

○議長（湊俊文） 日程第５、議案第６７号、令和２年度北広島町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてを議題とします。これより討論を行います。最初に反対討論を許します。反対討論はあ

りませんか。美濃議員。

○７番（美濃孝二） ７番、美濃孝二です。議案第６７号、令和２年度北広島町一般会計歳入歳出

決算の認定についての反対討論を行います。反対する主な理由の一つは、令和２年度だけで、

まちづくり拠点施設建設工事請負費８億２８３１万円及び備品購入費４７７２万円、合計で８

億７６０３円もつぎ込んだからです。当初予算でも指摘しましたように、町財政が厳しい中で、

身の丈に合った規模にすべきであるのに、周辺整備も含め総額１６億円もの巨額な税金を投入

し、町全体の行政サービスを圧迫しているからです。また完成後、利用しているサークル関係

者のアンケートで寄せられた多くの意見、要望について、すぐに対応できるものは対応する。

しかし、予算がかかるものは協議し考えていくと。これまでより一歩踏み込んだ決算特別委員

会での答弁でしたが、多くの問題を抱えているこの事業には賛成できません。二つ目には、約

８億円もの新型コロナ臨時交付金のうち、６億円もＦＴＴＨ化事業につぎ込んだからです。令

和２年度、国から示された限度額は、本省繰越８０００万円を除くと８億４４７８万円です。

しかし、コロナ感染拡大に苦しむ町民や事業者のためには、たった２割の１億６９００万円し

か使わず、残りの６億円以上はＦＴＴＨ化事業、光ファイバー事業のために充当することとな

りました。国が光ファイバー事業のために臨時交付金として加算したのは、１億９０００万円

にもかかわらず、４億円以上も上乗せしたのです。これに対し、新しい生活様式に向け、デジ

タル化のため必要との町の認識では賛成できません。長引くコロナ感染拡大により町民の暮ら

しは依然として厳しく、また飲食業、観光業、運輸業、保育所や介護、医療機関など極めて厳

しい状況にあるため、町民や事業者に対し、支援を優先させるべきだと考えるからです。三つ

目は、解放団体補助金４７万円です。必要なら一般行政で行うべきであるにもかかわらず、依

然として不公平な行政が改まっていないからです。以上、財政が厳しいと町民の要望がことご

とく退けられている中で、予算の使い方に問題があると考え、この決算は認定できません。議

員各位のご賛同をお願いします。

○議長（湊俊文） 次に賛成討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終わ

ります。これより本案について採決をいたします。本案について委員長の報告は認定です。委

員長の報告のとおり認定とすることに賛成の方は起立願います。（起立多数）

○議長（湊俊文） 起立多数です。したがって、議案第６７号、令和２年度北広島町一般会計歳入

歳出決算の認定については、委員長の報告のとおり認定とすることに決定しました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第６ 議案第６８号 令和２年度北広島町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

○議長（湊俊文） 日程第６、議案第６８号、令和２年度北広島町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定についてを議題とします。これより討論を行います。討論はありませんか。美濃議

員。
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○７番（美濃孝二） ７番、美濃孝二です。令和２年度北広島町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について反対討論を行います。反対する第一の理由は、広島県内統一保険料に向けた

県単位化３年目の決算だからです。県単位化の問題点は、これまでも指摘してきましたように、

一つは、北広島町民が健康診断やがん検診などを受け、病気の早期発見、早期治療を進め、医

療費がかからないよう努力しても国保税は下がらないことです。二つ目に、資産割がなくなる

からといいますが、所得割は１．３倍以上になり、１人当たりにかかる均等割は毎年引き上が

り、４万２０００円から５万２２４５円と１万円以上も増え、６年間で国保税が１人当たり約

２万円も引き上がるからです。三つ目に、県内どこに住んでいても同じ保険税にすると言いま

すが、医療環境が公平でないことです。四つ目は、現在でも国保税が高過ぎるとの意見が多く

ある中、これ以上の値上げは、町民の命と暮らしを脅かすことになるからです。このように県

単位化には多くの問題点があるからです。反対する第二の理由は、国保税を滞納すると医療機

関の窓口で１０割負担になる資格証の発行をやめないからです。令和２年度では１７世帯２５

人の方に資格証が発行されました。それだけでなく、令和２年１１月、厚労省より新型コロナ

感染症の疑いで医療機関を受診する際は、１０割負担でなく、被保険者証による負担である２

割、３割とするよう通知されましたが、北広島町では被保険者にも、医療機関にも周知してい

なかったからです。国保税が払えない方がコロナにかかったかもしれないと受診しようとして

も、１０割負担のため受診を控え、感染拡大にもつながるからです。にもかかわらず、指摘さ

れた町長からは一言も弁明がなかったことは残念です。以上を主な反対理由で、この国保会計

決算の認定には賛成できません。議員各位のご賛同お願いします。

○議長（湊俊文） ほかに討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終わり

ます。これより本案について採決します。本案について委員長の報告は認定です。委員長の報

告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。（起立多数）

○議長（湊俊文） 起立多数です。したがって、議案第６８号、令和２年度北広島町国民健康保険

特別会計歳入歳出決算の認定については、委員長の報告のとおり認定とすることに決定しまし

た。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第７ 議案第６９号 令和２年度北広島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

○議長（湊俊文） 日程第７、議案第６９号、令和２年度北広島町下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてを議題とします。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なし

と認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案につい

て委員長の報告は認定です。委員長の報告のとおり認定とすることに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第６９号、令和２年度北広島町下水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定については、委員長の報告のとおり認定することに決定をいたしま

した。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～
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日程第８ 議案第７０号 令和２年度北広島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

○議長（湊俊文） 日程第８、議案第７０号、令和２年度北広島町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてを議題とします。これより討論を行います。討論はありませんか。討

論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案

について委員長の報告は認定です。委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願い

ます。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第７０号、令和２年度北広島町農業集落排水

事業特別会計歳入歳出決算の認定については、委員長の報告のとおり認定することに決定しま

した。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第９ 議案第７１号 令和２年度北広島町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

○議長（湊俊文） 日程第９、議案第７１号、令和２年度北広島町介護保険特別会計歳入歳出決算

の認定についてを議題とします。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと

認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案について

委員長の報告は認定です。委員長の報告のとおり認定とすることに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第７１号、令和２年度北広島町介護保険特別

会計歳入歳出決算の認定については、委員長の報告のとおり認定とすることに決定しました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１０ 議案第７２号 令和２年度北広島町電気事業特別会計歳入歳出決算の認定について

○議長（湊俊文） 日程第１０、議案第７２号、令和２年度北広島町電気事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてを議題とします。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なし

と認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案につい

て委員長の報告は認定です。委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第７２号、令和２年度北広島町電気事業特別

会計歳入歳出決算の認定については、委員長の報告のとおり認定とすることに決定しました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１１ 議案第７３号 令和２年度北広島町芸北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について
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○議長（湊俊文） 日程第１１、議案第７３号、令和２年度北広島町芸北財産区特別会計歳入歳出

決算の認定についてを議題とします。これより討論を行います。討論はありませんか。討論な

しと認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案につ

いて委員長の報告は認定です。委員長の報告のとおり認定とすることに賛成の方は起立願いま

す。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第７３号、令和２年度北広島町芸北財産区特

別会計歳入歳出決算の認定については、委員長の報告のとおり認定とすることに決定しました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１２ 議案第７４号 令和２年度北広島町診療所特別会計歳入歳出決算の認定について

○議長（湊俊文） 日程第１２、議案第７４号、令和２年度北広島町診療所特別会計歳入歳出決算

の認定についてを議題とします。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと

認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案について

委員長の報告は認定です。委員長の報告のとおり認定とすることに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第７４号、令和２年度北広島町診療所特別会

計歳入歳出決算の認定については、委員長の報告のとおり認定とすることに決定しました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１３ 議案第７５号 令和２年度北広島町情報基盤整備事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

○議長（湊俊文） 日程第１３、議案第７５号、令和２年度北広島町情報基盤整備事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてを議題とします。これより討論を行います。討論はありませんか。

討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本

案について委員長の報告は認定です。委員長の報告のとおり認定とすることに賛成の方は起立

願います。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第７５号、令和２年度北広島町情報基盤整備

事業特別会計歳入歳出決算の認定については、委員長の報告のとおり認定とすることに決定し

ました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１４ 議案第７６号 令和２年度北広島町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

○議長（湊俊文） 日程第１４、議案第７６号、令和２年度北広島町後期高齢者医療特別会計歳入
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歳出決算の認定についてを議題とします。これより討論を行います。討論はありませんか。美

濃議員。

○７番（美濃孝二） ７番、美濃孝二です。議案第７６号、令和２年度北広島町後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算の認定について反対討論を行います。令和２年度の後期高齢者医療保険料

は、均等割額で９５１円、所得割率で０．０８％引き上がり、１人当たりの平均保険料額が１

８９９円引き上がりました。年金支給額が減額され、消費税の１０％への増税、さらには各種

公共料金や物価が引き上げられる中で、この後期医療保険料の引上げは、収入が限られたお年

寄りにとって大きな負担となります。さらに滞納すると財産が差し押さえられます。県内の９

つの町はどうなのか、平成２９年度から令和元年度の差押件数の資料を県からいただきました。

すると、この３年間で６つの町は、滞納はあるものの差押はゼロ件で、残る２つの町も１件か

ら３件と少ないにもかかわらず、北広島町は、令和元年度７件で突出しています。さらに令和

２年度は新規に９件増え、他市町と比べて極めて多くなっています。そのため、私は７５歳と

いう年齢で差別し、後期高齢者の人口と医療費が増えれば増えるほど保険料の値上げに直結し

ており、滞納すると差し押さえされる最悪の医療制度であることを指摘し、毎年の予算、決算

に対して廃止を求めてきました。よって、今回の令和２年度の決算の認定に対しても、以上の

理由で反対いたします。議員各位のご賛同お願いします。

○議長（湊俊文） ほかに討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終わり

ます。これより本案について採決します。本案について委員長の報告は認定です。委員長の報

告のとおり認定とすることに賛成の方は起立願います。（起立多数）

○議長（湊俊文） 起立多数です。したがって、議案第７６号、令和２年度北広島町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算の認定については、委員長の報告のとおり認定とすることに決定しま

した。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１５ 議案第７７号 令和２年度北広島町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

○議長（湊俊文） 日程第１５、議案第７７号、令和２年度北広島町水道事業会計利益の処分及び

決算の認定についてを議題とします。これより討論を行います。討論はありませんか。討論な

しと認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案につ

いて委員長の報告は原案可決及び認定です。委員長の報告のとおり原案可決及び認定とするこ

とに賛成の方は起立願います。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第７７号、令和２年度北広島町水道事業会計

利益の処分及び決算の認定については、委員長の報告のとおり原案可決及び認定とすることに

決定いたしました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１６ 議案第７８号 北広島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
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○議長（湊俊文） 日程第１６、議案第７８号、北広島町過疎地域における固定資産税の課税免除

に関する条例を議題といたします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なし

と認めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。

討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本

案については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第７８号、北広島町過疎地域における固定資

産税の課税免除に関する条例は、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１７ 議案第７９号 過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する

条例を廃止する条例

○議長（湊俊文） 日程第１７、議案第７９号、過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税

の課税免除に関する条例を廃止する条例を議題といたします。これより質疑を行います。質疑

はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行い

ます。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより

本案について採決します。本案については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第７９号、過疎地域自立促進特別措置法に基

づく固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例は、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１８ 議案第８０号 北広島町手数料条例の一部を改正する条例

○議長（湊俊文） 日程第１８、議案第８０号、北広島町手数料条例の一部を改正する条例を議題

といたします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これを

もって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めま

す。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案については原案

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第８０号、北広島町手数料条例の一部を改正

する条例は、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１９ 議案第８１号 北広島町過疎地域持続的発展計画の策定について

○議長（湊俊文） 日程第１９、議案第８１号、北広島町過疎地域持続的発展計画の策定について

を議題といたします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。伊藤淳議員。



- 125 -

○９番（伊藤淳） ９番、伊藤です。いくつか質問いたします。長期総合計画との関係性、位置づ

けをお聞きします。これ新過疎法における過疎債をもらうための計画、そのように認識してい

るのですが、関係性においては、それでよろしいでしょうか。今回の計画においてです。二つ

目です。書いてある事業、数多くあるんですが、５年間で全てやるのかどうか。５年後に難し

いですと終わらないように話し合ったものかをお聞きいたします。まずは、その二点です。

○議長（湊俊文） 財政政策課長。

○財政政策課長（植田優香） 一点目の長期総合計画との関係性でございますが、町の大元になる

計画というのは、やはりこの第２次北広島町長期総合計画になります。過疎計画につきまして

は、新過疎法が施行されて、過疎計画に基づいて事業実施するということが決められておりま

すので、過疎計画を策定して、過疎債を活用して事業を実施していくものということでござい

ます。それから５年間で全てやるのかということでございますけども、新過疎法につきまして

も時限立法で、令和１３年３月末までの１０年間の時限立法となっております。前期の計画と

して５年間の計画を立てておりますが、５年間において全てできるとは考えておりませんが、

今後、１０年間を想定して、事業実施できるように努力をしていきたいと思っております。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○９番（伊藤淳） 関係性については理解いたしました。次の質問、１０年という部分です。１０

年間で何とかということではありましたが、途中で見直しがされるのかどうか、前期の計画な

んで、後半になったら、また見直しがされるのか。その際には、ちょっと中の文章では、既に

状況が違うものもありますので、その点があります。その状況が違うというものに関しては、

例としては、１２ページに材木価格の低迷とあるんですが、今、上がっていますので、その点

見直しがあるのかどうかをお聞きいたします。加えて二点あります。５７ページに文化財、ソ

フト事業のほうなんですけども、こちら千代田地域の事業が多いように思います。花田植、ユ

ネスコの文化遺産ということで、花田植はあるんですが、花田植自体は、ほかの地域にもあり

ますので、こちらが入ってないという部分があります。なので、この地域性に偏りがあるので

はないかということで、その所見を伺います。二点目です。公共施設を３割減らすという部分

で、その整合性を全ての事業について書かれているのですが、公共施設３割減らしたら、町は

持続的発展を必ずするのか、今回の計画は、地域の持続的発展計画になってるので、それ以外

には公共施設を３割減らせば持続的発展するのかという点は、それ以外の面もあるのではない

かと思って質問いたします。

○議長（湊俊文） 財政政策課長。

○財政政策課長（植田優香） 計画そのものの文言でございますけども、社会情勢に合わせた表現

というものもあると思いますので、後期計画を次回の計画を立てる段階で、社会情勢に合わせ

た文言に訂正はしてまいります。一点目のその木材の低迷というところでもございますが、そ

れは、以前の木材の価格と比べれば低迷しているということで、今は木材価格が高くなってい

るというところもあるかもしれませんが、社会情勢に合わせた文言の訂正をしてまいりたいと

思います。それから文化財の関係でございますけども、地域が限定しているんじゃないんかと

いうところでございますけども、これも過疎計画に基づいた事業実施する上で必要であれば、

その文化財の事業についても修正をかけてまいることも可能だと考えております。それから公

共施設の３割削減の関係でございますけども、現実に５００余りの公共施設を抱えている本町

は、その維持管理費についてもかなりの経費がかかっております。と同時に、いろんな老朽化
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もございまして、修繕費を潤沢につけることができないという状況もございますので、公共施

設を集約することによって将来の負担が軽減されるとは考えております。

○議長（湊俊文） 伊藤淳議員。

○９番（伊藤淳） 社会情勢においてというのは理解いたしました。以前の記述がないので、どこ

を基準にするのかが分からないのですが、この点見直しをしていくということで理解いたしま

した。公共施設３割削減ということですが、こちら公共施設の計画では、現在の対象では、ま

だまだ３割にいってない、対象だけを見ても３割いってないので、５年間の計画で、３割減ら

せるとは思ってないんですが、それが１０年間であっても。ちょっとその点、整合性として、

どこまでやっていくのかというのが、こちらもう一歩詳細な説明を求めます。文化財に関して

は理解いたしました。以上です。一点質問です。

○議長（湊俊文） 財政政策課長。

○財政政策課長（植田優香） 過疎計画のそれぞれの項目に、公共施設等総合管理計画との整合性

というところの記述がございますけども、過疎債を活用して、過疎計画に基づいて事業を実施

するということは、内容によっては建物の新設というものもございます。でも片や、公共施設

との管理計画という、削減というところもございますので、過疎債を使って、その建物を新た

にしていくというところと、それから施設をたくさん持っていることによって維持管理費が増

えていく、維持管理できないというところの見合せをしながら、過疎計画を進めていくという

ところでございます。

○議長（湊俊文） ほかに質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わりま

す。これより討論を行います。討論はありませんか。伊藤淳議員。

○９番（伊藤淳） ９番、伊藤淳です。先ほどの質疑にありましたように、５年間の計画、また、

それは前半ではありますが、１０年間の計画にはなります。ほかの計画との整合性がなかなか

深く書かれてない、説明が足りてないように思われます。今回のこちらの計画は９月初めに配

られて、じゃあ、今日に採決をすると。３週間余りで今後５年間の計画を決める。これだけに

ついての話し合いは議会でもあまりされてませんので、内容についていかんではなく、この計

画を策定するに当たって、もう少し議会の中で話し合ってはどうか。文言や事業の関係性をも

う少し精査するべきではないかと思い、反対討論といたします。

○議長（湊俊文） ほかに討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終わり

ます。これより本案について採決します。本案については原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。（起立多数）

○議長（湊俊文） 起立多数です。したがって、議案第８１号、北広島町過疎地域持続的発展計画

の策定については原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２０ 議案第８２号 町道の路線の認定について

○議長（湊俊文） 日程第２０、議案第８２号、町道の路線の認定についてを議題といたします。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終

わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもっ
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て討論を終わります。これより本案について採決します。本案について原案のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第８２号、町道の路線の認定については原案

のとおり可決されました。ここで暫時休憩をいたします。１１時１０分より再開いたします。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午前 １０時 ５９分 休 憩

午前 １１時 １０分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２１ 議案第８３号 令和３年度北広島町一般会計補正予算（第６号）

○議長（湊俊文） 再開します。日程第２１、議案第８３号、令和３年度北広島町一般会計補正予

算第６号を議題といたします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。敷本議員。

○３番（敷本弘美） ３番、敷本弘美でございます。一般会計補正６号、３款２項、保育施設の解

体工事請負費３１５８万６０００円ですが、これは川戸保育所の解体費とございます。今年度

中に建物を解体し、整地にした状態で土地を返還するものですが、アスベストの調査も含むと

ございます。どの部分に一番費用がかかっているのかなと思いまして、以下、三点お聞きをし

たいと思います。まず、一点目に、建物は２７３㎡とお聞きをしました。坪に直しましたら８

３坪じゃないかと思います。この建物の解体費用はお幾らなのか、二点目にアスベスト調査の

費用でございます。この費用はお幾らなのか、三点目に、川戸保育所は遊具も若干あったと思

いますが、整地に係る費用、それぞれこの三点教えていただけますでしょうか。

○議長（湊俊文） 福祉課長。

○福祉課長（芥川智成） 川戸保育所の解体工事でございます。議員おっしゃられるとおり、建物

は２７３㎡ございます。工事費の内訳としましては、直接工事費の解体工事として約１６００

万円、あとアスベストの処理として約６００万円、整地につきましては１５０万円となります。

これが直接工事費となります。合わせて２３５０万円程度と考えております。これに間接工事、

共通仮設費、現場管理費、一般管理費等が５２１万５０００円を見込んでおります。それに消

費税を足しまして３１５８万６０００円計上しております。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） 今、建物の解体費用が１６００万円とおっしゃられたと思うんですが、これ

２７３㎡で、坪に直したら８３坪と思います。建物の解体費用の単価なんですが、木造と鉄骨

とコンクリートと、それぞれ１坪の解体費用の単価は異なるんですが、コンクリートとお聞き

をしておりまして、コンクリートの１坪の解体費用が約６万から８万という相場です。一番高

い８万で計算しても、建物自体の解体費用が６６４万ぐらいの金額になると思うんですが、こ

の１６００万という、今課長おっしゃいましたが、なぜ、この１６００万かかるんでしょうか、

お伺いをいたします。
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○議長（湊俊文） 福祉課長。

○福祉課長（芥川智成） このたびの工事請負費につきましては、大まかな概算で計上させていた

だいております。現在実施設計中でございまして、詳細につきましては、１０月１０日までに

は福祉課のほうへ詳細な設計図と積算が上がってくる予定となっております。今、概算で要求

をさせていただいておりますけども、この解体工事は建物本体もありますし、あと遊具、あと

保育所を囲っております門及び柵等も全て撤去となりますので、そういった費用も含んでおる

と考えております。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） 今、様々な費用が組まれているということをお聞きをいたしました。しかし

ながら、解体費用としては少し高いのではないかなと私は思いますので、積算終了後にこれか

ら工事入札があるとお伺いをしております。もう一度見直しをされる必要があるのではないか

と思いますので、お願いいたします。

○議長（湊俊文） 福祉課長。

○福祉課長（芥川智成） 実施設計後工事入札を行います。そういったところで適正な価格で請け

負っていただくようにしていきたいと考えております。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） ７番、美濃孝二です。歳出の１８ページ、商工振興対策事業、キャッシュレ

ス推進事業委託料２８３３万５０００円です。決算審議の中で、これは補正じゃなくて、キャ

ッシュレスにするよ。という方針についての議論の中で、北広島町でのキャッシュレス決済の

状況は分からないということでした。しかし、ペイペイなどキャッシュレス決済の活用できな

いお年寄りや導入していない地元事業者もあります。不公平とは思わないか、伺います。もう

一点、２０ページ、土木費、道路維持修繕事業、昨年は除雪費２０００万円計上されていまし

たが、今年はないようです。１２月まで大丈夫かということですが、それについての答弁をお

願いします。

○議長（湊俊文） 商工観光課長。

○商工観光課長（中川克也） キャッシュレスの関係でございますけれども、今回、補正で上げさ

せていただいたものにつきましては、ペイペイを利用したキャッシュレス推進事業ということ

で、新型コロナの影響対策として、町内の消費喚起や商工業者支援策として、期間限定で実施

をさせていただこうというものでございます。不公平感があるのではないかというご指摘でご

ざいますけれども、高齢者を対象としたスマホ教室、それから、まだ取扱いをされていない事

業者に対しても事業者セミナーを行いまして、活用に対する利用率の向上ということには、し

っかり努めていきたいと考えております。

○議長（湊俊文） 建設課長。

○建設課長（竹下秀樹） 道路除雪費についてですので、建設課からお答えいたします。現在のと

ころ、当初契約に基づく予算額は足りているという認識ですけども、必要とあらば追加の措置

を取らせていただく予定でございます。以上です。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 二回目です。期間限定と。この事業については１か月で、対象事業者も限ら

れているということは理解をしておりますので、それは分かるんですが、報道でも公費を投入

するのに一部の住民しか恩恵を受けず、公平性に欠けるという批判があります。そのために導
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入を認めない議会も出ているとのことです。この報道では、キャッシュレス決済の比率はクレ

ジットカードなど含めて約３割にとどまっており、公費投入への批判は根強いと報道していま

すけれども、この補正にある、１１月下旬からの１か月の結果を受けて、今後どのようにする

かということを再検討するかどうか伺います。除雪費については了解をいたしました。もう一

点、この補正の最後のところに、給与費明細書というのが出ています。一般職の総括の中で、

職員数が２５５人から２５３人と全体で２人減っています。職員が増えた部署と減員となった

部署の内訳を教えてください。

○議長（湊俊文） 商工観光課長。

○商工観光課長（中川克也） 今の予定では、議員おっしゃいますように、１１月下旬から１か月

間のキャンペーンということで実施をさせていただこうと考えております。今後につきまして

は、ペイペイも含めました汎用型の地域通貨の制度について検討を進めていきたいと考えてお

ります。今までユートという独自の地域通貨で消費喚起、それから商工業者支援ということで

行ってまいりましたけれども、今後、さらにキャッシュレス化は進むというふうに考えており

ますし、町民の方にもそういった活用もしっかりしていただくという流れをつくっていきたい

というふうに考えております。以上でございます。

○議長（湊俊文） 副町長。

○副町長（畑田正法） 給与費明細書の中の職員数のことであります。人事のことでもありますの

で、私のほうから答弁させていただきます。２名の減ということでありますけども、これにつ

きましては、当初予算を組んだ後に、退職が急遽決まった方が２名おられます。これについて

の減でございます。この対応につきましては、会計年度任用職員で対応している部署と、定数

減を急遽前倒しして、した部署が１か所ございます。この２か所の対応で、職員２名減の対応

しております。以上です。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） ２名について早期退職ということですが、会計年度対応した課と、定数減と

いうふうにした箇所、何課から何課なのか、どのような部署なのかを教えてください。

○議長（湊俊文） 副町長。

○副町長（畑田正法） 会計年度任用職員で対応している部署は生涯学習課でございます。定数減

に前倒しした部署については税務課でございます。

○議長（湊俊文） ほかに質疑はありませんか。山形議員。

○６番（山形しのぶ） ６番、山形しのぶでございます。歳出の８ページをお願いします。３款民

生費です。そちらにございます産前産後ヘルパー委託料について伺います。こちら人数が増え

たのか、もしくはお１人の方の回数が増えたのか。またもう１点といたしまして、産前産後、

どちらの回数が増えたのか、分かれば答弁ください。

○議長（湊俊文） 福祉課長。

○福祉課長（芥川智成） 産前産後ヘルパー事業の委託料でございます。当初は、お１人分を予定

をしておりました。現在は３人の方が利用されておりますので、人数増に伴うものでございま

す。併せて、産前産後どちらかということでございますけども、産後のヘルパー派遣の方が多

いということでございます。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 理解いたしました。今後、コロナ禍で里帰り出産というのが難しい状況が
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あると思います。今後も人数が増えた場合には補正で対応されるのかどうか、考えがありまし

たら伺います。

○議長（湊俊文） 福祉課長。

○福祉課長（芥川智成） この産前産後ヘルパー事業につきましては、ネウボラの補助金等もござ

いますので、人数が増えれば、そのように補正増で対応していきたいと考えております。

○議長（湊俊文） 梅尾議員。

○８番（梅尾泰文） ８番、梅尾泰文であります。二点について質問いたします。まず、歳入の６

ページでありますけども、立木売払収入、木が売れたということだろうと思いますけども、こ

の地域と面積と、その時期をお教え願いたいと思います。それからもう一点、ついでにお願い

をしますけども、歳出の１４ページであります。中頃にトンネル維持修繕工事ということで３

０００万円の増とありますが、多分これ、千代田地域の千代田トンネルのことなのかなという

ふうに思うんですが、そこのところ少し詳しくお伝え願いたいと思います。以上です。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 歳出事項別明細書６ページの売払収入のことでございますけども、場所

と想定しているところにつきましては、大朝の町有林を予定しております。そこの搬出間伐等

のものが売払収入として見込んでいるところでございます。面積につきましては、その実績に

基づいてということでございますけども、見込みということで２５０万を予算計上させてもら

っております。時期につきましては、今後行っていきますけども、年度内、３月までには搬出

を完了して、収入のほう確保していきたいというふうに考えております。以上です。

○議長（湊俊文） 建設課長。

○建設課長（竹下秀樹） トンネル維持修繕工事でございますが、ご指摘のとおり、農道南方線の

千代田トンネルの維持修繕工事でございます。設計ができましたので、補正のお願いをしてい

るところでございます。以上でございます。

○議長（湊俊文） 梅尾議員。

○８番（梅尾泰文） 先にお答えいただいた立木の件でありますが、この２５０万というのは、今

から先の状況のようにお聞きしましたが、それでいいんですか。というのは、既に、当初だっ

たのか補正だったか知りませんけども、５４８万１０００円という金額がもともとありまして、

このたび２５０万があって、７９８万１０００円という額になってますから、既に前の金額は、

もう売払いをした実績があって、このたびは２５０万というのがあるんで、それは、その後に

２５０万も入ってきたよということで準備された予算書になっているのかなというふうに思っ

たからですが、そこのところ、もう少し詳しくお伝え願いたいというふうに思います。それか

ら建設課長が答えられたのは、私は今田のトンネルばっかり思っておりましたが、千代田トン

ネル、畑の。その畑のトンネルはどういう状況になるから、この３０００万になったんですか。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 歳出のほうでも補正しておりますけども、公有林整備事業の追加をして

いるところでございます。その面積に伴いまして、搬出間伐も今から出てくるものを歳入とし

て見込んでいるところの状況でございます。ですから、今から施業するものに対するものでご

ざいます。

○議長（湊俊文） 建設課長。

○建設課長（竹下秀樹） 先ほどの千代田トンネルでございますが、ひび割れと、それから漏水等
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の調査をいたしました。ランク付けをいたしまして、緊急度の高いところの修繕工事をいたす

ものでございます。

○議長（湊俊文） ほかに質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わり

ます。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討

論を終わります。これより本案について採決します。本案について原案のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第８３号、令和３年度北広島町一般会計補正

予算第６号は、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２２ 議案第８４号 令和３年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

○議長（湊俊文） 日程第２２、議案第８４号、令和３年度北広島町国民健康保険特別会計補正予

算第１号を議題といたします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認

めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討

論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案

については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第８４号、令和３年度北広島町国民健康保険

特別会計補正予算第１号は、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２３ 議案第８５号 令和３年度北広島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

○議長（湊俊文） 日程第２３、議案第８５号、令和３年度北広島町下水道事業特別会計補正予算

第１号を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと

認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案について

は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第８５号、令和３年度北広島町下水道事業特

別会計補正予算第１号は、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２４ 議案第８６号 令和３年度北広島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

○議長（湊俊文） 日程第２４、議案第８６号、令和３年度北広島町農業集落排水事業特別会計補

正予算第２号を議題といたします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なし

と認めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。
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討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本

案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第８６号、令和３年度北広島町農業集落排水

事業特別会計補正予算第２号は、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２５ 議案第８７号 令和３年度北広島町介護保険特別会計補正予算（第２号）

○議長（湊俊文） 日程第２５、議案第８７号、令和３年度北広島町介護保険特別会計補正予算第

２号を議題といたします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めま

す。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論な

しと認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案につ

いて原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第８７号、令和３年度北広島町介護保険特別

会計補正予算第２号は、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２６ 議案第８８号 令和３年度北広島町電気事業特別会計補正予算（第１号）

○議長（湊俊文） 日程第２６、議案第８８号、令和３年度北広島町電気事業特別会計補正予算第

１号を議題といたします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めま

す。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論な

しと認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案につ

いて原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第８８号、令和３年度北広島町電気事業特別

会計補正予算第１号は、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２７ 議案第８９号 令和３年度北広島町芸北財産区特別会計補正予算（第１号）

○議長（湊俊文） 日程第２７、議案第８９号、令和３年度北広島町芸北財産区特別会計補正予算

第１号を議題といたします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認め

ます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論

なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案に

ついて原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第８９号、令和３年度北広島町芸北財産区特

別会計補正予算第１号は、原案のとおり可決されました。



- 133 -

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２８ 議案第９０号 令和３年度北広島町診療所特別会計補正予算（第１号）

○議長（湊俊文） 日程第２８、議案第９０号、令和３年度北広島町診療所特別会計補正予算第１

号を議題といたします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと

認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案について

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第９０号、令和３年度北広島町診療所特別会

計補正予算第１号は、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２９ 議案第９１号 令和３年度北広島町情報基盤整備事業特別会計補正予算（第１号）

○議長（湊俊文） 日程第２９、議案第９１号、令和３年度北広島町情報基盤整備事業特別会計補

正予算第１号を議題といたします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なし

と認めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。

討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本

案については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、議案第９１号、令和３年度北広島町情報基盤整備

事業特別会計補正予算第１号は、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第３０ 議案第９２号 令和３年度北広島町一般会計補正予算（第７号）

○議長（湊俊文） 日程第３０、議案第９２号、令和３年度北広島町一般会計補正予算第７号を議

題といたします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。美濃議員。

○７番（美濃孝二） ７番、美濃孝二です。歳出の２ページ、財産管理事業、法面復旧工事請負費

及び設計委託料１１３２万円です。これは南方の北ホテル裏の町有地の法面が崩壊したため、

その復旧工事であります。この土地は、以前旧パークホテルの土地でありましたが、なぜ今町

有地になっているのか、その経過について説明を求めます。

○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） 財産管理事業の設計委託料及び法面復旧工事費の関係につきまして管財

課よりご回答申し上げます。こちらにつきましては、ＪＵ広島が町が誘致した際に賃貸借契約

していただいております。その土地の法面がこのたび崩壊をいたしまして、まだ底地につきま

しては町の名義となっておりますので、町のほうで復旧のほうを行うための設計と工事費でご
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ざいます。理由につきましては、契約の更新をしておりますけれども、当初は譲渡という契約

でございましたが、先方様のご都合によりまして、いまだにまだ譲渡に至ってないということ

でございます。以上でございます。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） ちょっと詳しくないんですが、あまりやってると時間がないので、１４年前

の平成１９年１２月６日に提出された議案では、５年間の賃貸借後は速やかにＪＵに無償譲渡

すべきとなっていました。しかし５年を経過したにもかかわらず、その後８年間、４回にわた

って賃貸借契約の期間延長を行っています。それはなぜなのか、伺います。

○議長（湊俊文） 箕野町長。

○町長（箕野博司） この案件につきましては、覚書で、当初は５年間の賃貸借契約ということで

契約をして、覚書を結んでおるものでありますが、譲渡あるいは期間延長の申し出があった場

合は、甲乙協議の上決定するものとするということでありまして、双方が合意があればという

ことでありまして、今までも交渉をしてきておるところでありますが、合意というところに至

ってないという状況であります。これにつきましては今後も引き続き交渉をしてまいりたいと

考えております。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 双方が認めればということで、町のほうは無償譲渡したいよと、しかし相手

側がそれは困るという話になっているので、双方が意見が違うわけじゃないと思うんです。今

回の補正の法面崩壊復旧工事１１３２万円ですが、今後、北ホテルの変電設備被害約３０００

万や、まだ途中ですけど、約２か月とも言われる休業補償が求められてくるのではないか。そ

れが一点。今回の法面復旧工事、北ホテルへの被害と休業補償に合わせていくらぐらい必要に

なるのか、二点目。また当時、平成１９年の議会議決のとおり無償譲渡していれば、８年前に

旧パークホテルの土地と建物は全てＪＵのものになっており、町が復旧工事や補償を行う必要

はなかったのではないか。これが三点。また、無償譲渡する前の賃貸借契約中においても、今

現在のですね。先ほどあった千代田スポーツパーク・パークホテル施設の有効活用に関する覚

書の７、土地、既存建物等の管理と処分では、土地、既存建物等の管理費用は乙の負担とする

と明記されています。町有地であっても管理責任はＪＵにあるんじゃないか。この点が四点目。

最後に、さらに町有財産賃貸借契約書、その後の変更契約書、ずうっとあるわけですが、その

第５条、免責では、地震、風水害の災害その他不可抗力と認められる事故、または電気、ガス、

給排水等の設備の故障によって生じた甲または乙の損害について、甲または乙は互いにその責

を負わないものとする。対等な関係にあります。災害により損害を与えても双方責任はないと

しています。そうであるなら、今回の法面復旧工事と第三者である北ホテルへの損害賠償は町

が全額負担するのではなく、ＪＵと折半すべきじゃないかと思うんですが、この五点について

伺います。

○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） まず、一点目の北ホテルの現在営業停止している状況の今の営業補償の

関係でございますが、こちらにつきましては、被災を受けた当初から、町有地の確認、また、

そういった北ホテルさんの今の被害状況の調査、また町としてどういった復旧であったり、そ

ういう補償が可能か、そういった調査のほうを進めておりました。その中で、町の顧問弁護士

等にも相談をしながら必要な措置をとっている状況でございます。それから二点目としまして、
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ホテルの被害額につきましては、北ホテルのほうから見積り額をいただいておりまして、その

補償については、町でしなければならない部分と、北ホテル様のほうで保険等で対応できるも

の、また、その他の補助等使って対応可能なもの等を調査して、今後、その中で支払い可能な

ものにつきましては補償していくような考えでございます。金額につきましては、まだ定まっ

たものはございません。

○議長（湊俊文） 美濃議員、質問の要点。

○７番（美濃孝二） 要点だけ、いろいろ聞いたのは、町が議決どおり無償譲渡していれば、今回

の復旧工事はなかったんじゃないかということです、三点目は。

○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） 無償譲渡していれば、こういった状況は生まれることはなかったと。そ

の件につきましては、町のほうとしましても、このたびにつきましては、確かに議員おっしゃ

いますとおり、譲渡ができていれば、こういうことは起きていなかったとは思われます。ただ、

町の誘致企業様とのお話の中で、このような状況になっておりますので、今後譲渡に向けては

引き続きしっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。続きまして四点目とし

まして、ＪＵ様との費用の折半のお話でございますが、こちらにつきましては、町のほうもＪ

Ｕ様ともそういった話もすべきところではございますが、町のほうとしましても顧問弁護士と

そういった相談をした中で、現在のところ、こういった責任においては、町のほうにあるとい

うことも話をお伺いしておりますので、そういったことが町のほうで現在進めているというこ

とでございます。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） もう一回ポイントだけ、もう一点、先ほど町長も引用された覚書の中で、土

地、既存建物等の管理と処分では、土地、既存建物等の管理費用は乙の負担にするという、乙

はこれＪＵですね。ＪＵの負担とするとありまして、町有地であっても管理責任はＪＵにある

んじゃないかと聞いたんですが、どうでしょうか。

○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） 管理責任を契約書上、乙が責務を負うということでございますが、こち

らにつきまして、このたびの災害を受けた後、うちのほうでも現地を確認しました。その中で、

実際その維持管理状況がどうだったのかということも含めて調査をした結果、若干の水路の清

掃等の不行き届きな点はあったかと思いますが、ほぼ今回の異常気象、今回の大雨につきまし

て、被災を受けたものというふうな確認ができましたので、こういった形で、町のほうで責任

を認識し、対応してまいりたいというふうに考えております。以上です。

○議長（湊俊文） ほかに質疑はありませんか。服部議員。

○１０番（服部泰征） もう一回確認させてください。だから結局、この工事はＪＵさんには全く

責任はなくて、向こうは一銭も払わずに全部町で見るというふうに捉えてていいんですか。

○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） 現在の段階ではそのように、ちょっと今は考えております。以上です。

○議長（湊俊文） ほかに質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わり

ます。これより討論を行います。討論はありませんか。美濃議員。

○７番（美濃孝二） ７番、美濃孝二です。議案第９２号、令和３年度北広島町一般会計補正予算

第７号の反対討論を行います。この議案の中に、千代田地域南方の北ホテル裏の法面崩壊復旧
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工事費１１３２万円が含まれています。しかし、この土地はかつて旧パークホテルの土地であ

ったものが、１４年前の平成１９年１２月にＪＵ広島県中古自動車販売商工組合から負担付寄

附として１億５０００万円が寄附され、そのお金で北広島町が買収をしたものです。そしてＪ

Ｕとの契約書では、５年後には無償譲渡することになっていました。しかし、賃貸借契約５年

間を過ぎた後も８年間賃貸借契約を継続したため、現在町の所有となっているものです。その

ため、８月豪雨災害での法面崩壊復旧工事費１１３２万円は町が負担するとして補正予算に計

上されているのです。しかし、これを認めれば、北ホテルへの被害と休業補償等の数千万円も

北広島町が負担することにはなります。賃貸借契約書によれば、土地建物等の管理費用はＪＵ

が負担するものとなっており、管理責任がＪＵにあることは明らかであり、今回の法面崩壊に

よる損害はＪＵが負担をすべきです。しかし、それが万一認められなくても、地震、風水害の

災害の際は、互いにその責を負わないとするなら、少なくとも復旧工事と損害賠償費用は全額

北広島町が負担するのでなく、ＪＵと折半をすべきであると考えます。私は、この賃貸借契約

の８年間にわたる延長については、町議会が議決した内容と異なり、町民の利益に反するとし

て、以前から直ちに無償譲渡すべきと強く求めていたものであり、先日も要請しましたが、町

長は、今交渉しているが、コロナの影響で難しいと弁解をいたしました。しかし、コロナ感染

が景気に影響したとしても、ＪＵが北広島町に支払う毎年の賃貸借料は固定資産税分相当額で

あり、無償譲渡としても固定資産税を北広島町に支払うため負担が増えるわけでありません。

そういうことで、町長の弁解はとても納得できるものではありません。議員の皆さん、この補

償を認めるなら、今後の数千万円と言われる北ホテルへの被害と休業補償を町が行うことにな

るだけでなく、今後、災害発生した際は、また町の貴重な財産を投入せざるを得なくなります。

以上により、町民の財産を守る立場からも賃貸借契約を続けてきたことに反省がない町長の姿

勢では、この補正を認めることはできません。議員各位のご賛同お願いします。

○議長（湊俊文） ほかに討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終わり

ます。これより本案について採決します。本案については原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。（起立多数）

○議長（湊俊文） 起立多数です。したがって、議案第９２号、令和３年度北広島町一般会計補正

予算第７号は、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第３１ 議案第９３号 令和３年度北広島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

○議長（湊俊文） 日程第３１、議案第９３号、令和３年度北広島町農業集落排水事業特別会計補

正予算第３号を議題といたします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なし

と認めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。

討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本

案については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員）

○議長（湊 俊文） 起立全員です。したがって、議案第９３号、令和３年度北広島町農業集落排

水事業特別会計補正予算第３号は、原案のとおり可決されました。ここでお諮りしますが、お

昼に入りますが、続けて審議、採決、よろしゅうございますか。（異議なしの声あり）
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○議長（湊俊文） それでは続けます。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第３２ 請願・陳情等の常任委員会審査報告

○議長（湊俊文） 日程第３２、請願、陳情等の常任委員会審査報告を議題といたします。本定例

会で総務常任委員会へ審査の付託を行っております。請願、陳情等の審査結果の報告を求めま

す。総務常任委員会、服部委員長。

○総務常任委員長（服部泰征） 令和３年９月２４日、北広島町議会議長湊俊文様。総務常任委員

会委員長服部泰征。委員会審査報告を行います。令和３年９月６日、本会議において本委員会

へ付託された次の件については、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第７７条の

規定により報告します。事件の番号、陳情第３号、件名、教職員定数改善と義務教育費国庫負

担制度の負担割合の引上げをはかるための、２０２２年度政府予算に係る意見書採択の要請に

ついて。審査の結果は採択です。理由としまして、子供の学ぶ意欲、主体的な取組を引き出す

教育の役割は重要であり、そのための条件を整備する観点から採択とする。

○議長（湊俊文） 以上で、常任委員会の審査報告を終わります。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第３３ 陳情審査

○議長（湊俊文） 日程第３３、陳情審査を行います。陳情第３号、教職員定数改善と義務教育費

国庫負担制度の負担割合の引上げをはかるための、２０２２年度政府予算に係る意見書採択の

要請についてを議題といたします。これより質疑を行います。総務常任委員会委員長の審査報

告に対して質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。これ

より討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終わり

ます。これより本件について採決します。本件について、総務常任委員会委員長の報告は採択

です。委員長の報告のとおり採択とすることに賛成の方は起立願います。（起立全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、陳情第３号、教職員定数改善と義務教育費国庫負

担制度の負担割合の引上げをはかるための、２０２２年度政府予算に係る意見書採択の要請に

ついては、委員長の報告のとおり採択とすることに決定いたしました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第３４ 発議第６号 教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の提出

について

○議長（湊俊文） 日程第３４、発議第６号、教職員の定数改善及び義務教育費国庫負担制度拡充

に係る意見書の提出についてを議題といたします。事務局が意見書案を朗読を行います。事務
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局。

○事務局長（三宅克江） 教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書案。２

０１９年１２月の改正給特法の成立を受け、文科省は２０２０年１月１７日に改正給特法第７

条に定めた指針を告示するとともに、都道府県教委等に通知しました。その後、広島県におい

ては、給特条例、教育委員会規則が改正され、県立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関

する方針が策定されました。これらによって、４月１日から県立学校の教員の時間外勤務に上

限が設けられました。当然、市町立学校の教員についても同様の法的整備が求められているこ

とは言うまでもありません。学校の働き方改革の推進は、教職員の心身の健康を守ることとと

もに、子供たちへの豊かな学びを保障することにつながります。勤務時間の上限設定は、あく

まで時間外勤務に規制をかけるだけのものであり、今後、法で規定された勤務時間の上限を遵

守するためには、長時間労働を解消するための実効ある具体策として、教職員定数改善や業務

削減が伴わなければ働き方改革につながりません。これには自治体だけでは限界があり、国の

施策として法改正や財源保障するよう、地方から国への働きかけが不可欠です。義務教育費国

庫負担制度については、小泉政権下の三位一体改革の中で、国庫負担率が２分の１から３分の

１に引き下げられました。自治体間の教育格差が生じることは大きな問題であり、子供たちが

全国のどこに住んでいても一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。よって、国

会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教育

行政を進めることができるように下記の措置を講じられるよう、強く要請します。記。１、計

画的な教職員定数改善を推進すること。２、教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、

義務教育費国庫負担制度の負担割合を２分の１に復元すること。以上、地方自治法第９９条の

規定に基づき意見書を提出する。令和３年９月２４日。広島県北広島町議会。提出先、衆議院

議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣。以上です。

○議長（湊俊文） これで意見書案の朗読を終わります。本案について趣旨説明を求めます。１０

番、服部議員。

○１０番（服部泰征） 発議第６号、令和３年９月２４日。北広島町議会議長湊俊文様。提出者、

北広島町議会議員服部泰征。賛成者、北広島町議会議員中村忍、同山形しのぶ。教職員定数の

改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の提出について。標記の議案を次のとおり

地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第２項の規定により提出します。要旨としまして、

子供の学ぶ意欲、主体的な取組を引き出す教育の役割は重要であり、そのための条件整備が不

可欠である。また、教職員の心身の健康を守る対策として、政府に対して計画的な教職員定数

の改善及び義務教育費国庫負担制度の負担割合を２分の１に復元することを求めるものである。

議員各位のご賛同よろしくお願いします。

○議長（湊俊文） これで趣旨説明を終わります。これより質疑を行います。質疑はありませんか。

質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はあり

ませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決

をいたします。本案については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立

全員）

○議長（湊俊文） 起立全員です。したがって、発議第６号、教職員定数の改善及び義務教育費国

庫負担制度拡充に係る意見書の提出については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～
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日程第３５ 閉会中の継続審査の申し出（１件）

○議長（湊俊文） 日程第３５、閉会中の継続審査の申し出についてを議題といたします。お手元

に配付しておりますとおり、総務常任委員会委員長より閉会中の継続審査の申し出が提出され

ております。お諮りします。総務常任委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とす

ることにご異議ありませんか。（異議なしの声あり）

○議長（湊俊文） ご異議なしと認めます。したがって、総務常任委員会委員長の申し出のとおり、

閉会中の継続審査に付することに決定をいたしました。以上で、本日の日程を全部議了いたし

ました。会議を閉じます。ここで町長から発言の申し出がありますので、これを許します。

箕野町長。

○町長（箕野博司） ９月議会定例会の閉会に当たりまして、一言お礼のご挨拶を申し上げます。

９月６日の開会から本日までの１９日間、議員の皆様におかれましては終始熱心な調査、ご議

論、ご審議の下、提案いたしました全ての議案につきましてご承認をいただき、誠にありがと

うございました。このたびの豪雨災害からの早期復旧、復興に全力で取り組み、コロナ禍にあ

っても、持続可能なまちづくりに向けて職員一丸となって取り組んでまいります。今後とも町

行政の運営につきましてご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。時節柄、議員、

町民の皆様にはご自愛をいただき、皆様のより一層のご健勝を祈念申し上げまして、閉会のご

挨拶といたします。ありがとうございました。

○議長（湊俊文） 閉会に当たりまして一言申し上げます。コロナ感染拡大に豪雨被害と二重の災

害の中で開会しました９月定例会も本日閉会いたします。町民の皆様におかれましては、豪雨

災害の傷が癒えない毎日が続いており、心中お察し申し上げます。災害に関しましては、赤羽

国土交通大臣の視察をいただき、激甚災害の指定を受けるところであります。また、災害対応

に当たっては、国土交通省のＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ、中国四国地方環境事務所、広島県危機管理

監、土木建築局、農林水産局、環境県民局、そして坂町から応援をいただきました。コロナ禍

ではありますが、今後議会としても広島県、国に対して災害復旧予算要求の要望、陳情をして

まいります。これで閉会のご挨拶といたします。以上で、令和３年第３回北広島町議会定例会

を閉会といたします。皆さん大変ご苦労さまでした。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午後 ０時 １２分 閉 会

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～


